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日本機械輸出組合では、国際課税に関する諸制度の改善を図るべく、経済産業省による平成23
年度税制改正に係る経済産業政策に関連する税制改正要望の公募に対して、当組合に設置している
国際税務研究会（座長：シャープ㈱経理本部経理部財務グループチーフ 加藤彰氏）において要望事
項を検討のうえ取りまとめて、去る7月27日に経済産業省経済産業政策局企業行動課に要望書を提
出した。
また併せ、当組合を始め26団体で構成する「国際課税連絡協議会」（幹事：日本貿易会）による平

成23年度税制改正要望書に当組合の意見を盛り込んで、連名により経済産業省に要望書を提出した。
要望書の概要は以下の通り。

Ⅰ．日本機械輸出組合 要望書概要
当組合では、我が国企業の国際課税における二重課税の排除や透明性確保、国際競争力の強化な

どを図るため、我が国法人所得課税の実効税率の引き下げ及び租税条約の締結・改定促進を中心に、
以下の10項目を要望した。

⑴ 我が国法人所得課税の実効税率の引下げ

内外企業の我が国における投資促進と日本企業の国際競争力強化を図るため、40％を超える我
が国法人所得課税の実効税率を国際水準へ早期引下げ（2009年世界平均25.5％、OECD平均26.3
％）

⑵ 高水準の二国間租税条約の締結及び改定促進

①高水準の租税条約締結・改定による我が国の租税条約ネットワークの拡充
（ⅰ）台湾との間で租税条約と同等な措置の早期確立
（ⅱ）ドイツ等との租税条約を改定して高率の源泉地国課税免除
（ⅲ）タイ、インド、中国、ブラジル等との租税条約を改定して配当・使用料等源泉税の減免
（ⅳ）大型インフラ開発・資源開発プロジェクトのある国との早期締結
（ⅴ）条約改定に当たり使用料の免税・使用料規定から機器・設備使用の削除
②締結・改定する租税条約における国際的な課税紛争の解決に仲裁制度を導入
③中国、ドイツ等との租税条約における対応的調整の租税条約への明記

　　　　　　　　　　　　　

平成23年度税制改正要望を提出
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④租税条約における提出資料の有効年数規定の撤廃

⑶ 移転価格税制の見直し

①移転価格課税に関して相互協議合意後の更正の制度化
②相互協議の合意年度における一括調整の承認

⑷ タックスヘイブン対策税制の見直し

①合算対象所得から除外される孫会社要件の緩和による特定外国子会社等経由の配当の二重課税
の排除
②適用除外要件の主たる事業の判定基準の明確化
③実効税率判定における非課税所得の内容の明確化

Ⅱ．国際課税連絡協議会 要望書概要
26団体連名による国際課税連絡協議会の要望書の概要は以下の通り。
本要望書には昨年来残存している当組合の要望事項が多く反映されているが、さらに当組合は今
年度についても新規に6項目の要望事項（＊印）を追加した。

⑴ タックスヘイブン対策税制の見直し

①以下の配当の二重課税の排除
＊−�特定外国子会社等である孫会社の特定課税対象金額を子会社経由で配当する際の、子会社
所在地国課税との二重課税
−合算対象孫会社から子会社を通じて配当を受ける場合の二重課税の調整に関し、「翌事業年
度以内」との制限を撤廃。また曾孫以下にも適用があることを明確化

②適用対象事業年度以前に発生した欠損金の繰越控除を認める
③特定外国子会社等からの配当にかかる源泉徴収税を「損金算入」から「直接外国税額控除ある
いは損金算入の選択」に変更
④特定課税対象金額を有する法人の株式譲渡を行い譲渡益が生じた場合に、当該金額に達するま
での金額について非課税とする
⑤資産性所得を発生させる持分 10％未満の株式の判定は、グループ全体の持分で行うこと
⑥外国上場会社が株主となっている会社について外国関係会社の判定（内国法人 50%超）を行う
際に、当該外国上場会社の株主に 10%未満の内国法人及び居住者が含まれる場合は、当該内
国法人及び居住者の保有割合は、内国法人保有割合に含めないものとする
⑦欠損子会社の合算を認める
＊⑧適用除外要件の明確化



2010. 10 ─ 42 ─

左 - 偶数頁

⑵ 外国税額控除制度の見直し

①国外所得の一括限度方式を堅持した上で、所得の90%というシーリングを撤廃
②外国税額控除限度超過額及び余裕額の繰越期間を3年から7年に延長
③地方税から控除未済となった金額は、法人税と同様に還付

⑶ 外国子会社益金負算入制度の見直し
①益金不算入対象に海外支店の所得を含める
②益金不算入対象となる配当にかかる源泉税の書類保存要件を廃止

⑷ 移転価格税制の見直し

①無形資産の取扱いを企業にとって予見可能性が確保され、且つ国際的なルールと整合性のある
法令レベルで規定する
②国外関連者から、企業が事実上コントロールできない 50%出資先を除外し、「50%以上」を「50%
超」とする

＊③�租税条約締結国との移転価格課税の場合には相互協議の後でなければ更正できない制度とす
る。また、租税条約において対応的調整の実施規定、仲裁規定を盛り込む

＊④�相互協議の結果に基づく所得調整は、合意年度での確定申告において調整することも選択でき
る制度とする
⑤「特定事実」が存在することによる実質支配基準で国外関連者と判定する際は、税務当局側に
挙証責任があることを明文化する

⑸ 二国間租税条約の締結及び改定促進

①配当等にかかる源泉税課税の撤廃ないしは大幅軽減を盛り込んだ日米租税条約をモデルとして
改定を促進
②外国子会社配当益金不算入の対象となる二重課税排除条項における持株割合の引下げ
＊③未締結国との締結が急務
④租税条約の各条項で規定されている持分割合について、連結納税グループ全体での持分割合を
基準に判定できる旨を規定する

＊⑤租税条約の適用を受ける際に提出する資料の有効年数規定の撤廃
■


